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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月14日(2011.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】絶縁膜の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の有機溶媒中にシロキサン樹脂またはシロキサン系材料を有する懸濁液を用いて薄膜
を形成し、
前記薄膜に第１の加熱処理を施し、
前記第１の加熱処理が施された薄膜上にマスクを形成し、
第２の有機溶媒を用いてウェットエッチングすることで、前記第１の加熱処理が施された
薄膜の形状を加工し、
前記加工された薄膜に第２の加熱処理を施すことを特徴とする絶縁膜の作製方法。
【請求項２】
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請求項１において、前記第２の加熱処理は前記第１の加熱処理よりも高い温度で施すこと
を特徴とする絶縁膜の作製方法。
【請求項３】
請求項１において、前記第１の加熱処理は、前記薄膜を固める程度に高い温度で、なおか
つ前記第１の有機溶媒の沸点よりも低い温度で施し、
前記第２の加熱処理は前記第１の有機溶媒の沸点よりも高い温度で施すことを特徴とする
絶縁膜の作製方法。
【請求項４】
請求項３において、前記第１の加熱処理は、前記ウェットエッチングが終了するまでの時
間が３０秒以上となるように、前記第１の加熱処理が施された薄膜が固まる程度に高い温
度で、なおかつ前記第１の有機溶媒の沸点よりも低い温度で施すことを特徴とする絶縁膜
の作製方法。
【請求項５】
第１の有機溶媒中にシロキサン樹脂またはシロキサン系材料を有する懸濁液を用いて薄膜
を形成し、
前記薄膜に第１の加熱処理を施し、
前記第１の加熱処理が施された後の薄膜上にマスクを形成し、
前記マスクを形成した後、前記第１の加熱処理が施された後の薄膜に第２の加熱処理を施
し、
第２の有機溶媒を用いてウェットエッチングすることで、前記第２の加熱処理が施された
薄膜の形状を加工し、
前記加工された薄膜に第３の加熱処理を施すことを特徴とする絶縁膜の作製方法。
【請求項６】
請求項５において、前記第３の加熱処理は前記第２の加熱処理よりも高い温度で施すこと
を特徴とする絶縁膜の作製方法。
【請求項７】
請求項５において、前記第２の加熱処理は、前記第１の加熱処理よりも高い温度で、なお
かつ前記第１の有機溶媒の沸点よりも低い温度で施し、
前記第３の加熱処理は前記有機溶媒の沸点よりも高い温度で施すことを特徴とする絶縁膜
の作製方法。
【請求項８】
請求項７において、前記第２の加熱処理は、前記ウェットエッチングが終了するまでの時
間が３０秒以上となるように、前記第１の加熱処理後の薄膜が固まる程度に高い温度で、
なおかつ前記第１の有機溶媒の沸点よりも低い温度で施すことを特徴とする絶縁膜の作製
方法。
【請求項９】
請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、前記第２の有機溶媒は炭素数が３乃至５
のいずれか１つから選択されるアルコールであることを特徴とする絶縁膜の作製方法。
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